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はじめに 

 

静岡市では、令和５年度から令和 12 年度を計画期間とする第４次静岡市総合計画＊の中

で、2040 年を描く未来の姿を「世界に輝く静岡」とし、静岡市に暮らす市民一人ひとりが

輝き、地域資源を磨き世界から注目され、人々が集まるまちを目指しています。 

 この総合計画＊を普遍的な理念のもと力強く進めようと、国際連合が提唱している SDGs
＊（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）を、アジア地域で唯一の「SDG

ｓハブ都市（Local 2030 Hub）」である先進都市として、積極的に推進しています。 

 SDGs＊では、上下水道事業関連の開発目標として「安全な水とトイレを世界中に（すべ

ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する）」と示されており、上下水

道サービスを安定的に提供することが、世界共通の目標として位置付けられています。 

 日本は、水に恵まれた世界でも数少ない国の一つですが、自然からの恵みである水を水道

水に変え、各家庭に安定的に届け、使い終わった水は下水道施設で処理し、浄化してから自

然に返す、という水循環の仕組みを、私たちは時代を超えて持続的に支えていく必要があり

ます。本市上下水道局では、この考え方を平成 26 年度に策定した「しずおか水ビジョン」
＊の基本理念とし、その構想を具体化させる施策をこれまで展開してきました。 
 そうした中で、全国の多くの地方自治体で人口減少が進んでいる状況は、本市も例外でな
く、水道料金や、下水道使用料の減少に直結し、上下水道事業の経営への影響が年々拡がっ
ています。 

また、世界に目を向けると、新型コロナウイルス感染拡大により需給バランスの乱れが生

じるなか、エネルギー等の調達不足が起こることで、類を見ない物価高騰が経営環境を脅か

しています。 

さらに、令和４年９月の台風第 15 号により、本市においても大規模断水・浸水被害等が

発生したことから、これを教訓とし、近年激甚化・頻発化している気象災害に対し、限りあ

る経営資源で有効な対策を講じていく必要があります。 

 そこで、平成 30 年度に策定した「静岡市上下水道事業経営戦略」を令和元年度から３年

度の収支・成果の検証・評価を行い、投資と、それを支える財源のバランスを改めて分析し、

令和４年９月台風第 15 号への対応をできる限り盛り込み、このたび「静岡市上下水道事業

経営戦略【改定版】」として取りまとめました。 

 具体的な取組については、４年ごとの実施計画である「中期経営計画」に落とし込み、そ

れぞれ指標と目標を設定し、成果を上下水道事業経営協議会で検証していただき、着実な進

捗管理を図ることとしています。本市上下水道局は、安全安心な上下水道サービスを持続可

能な姿で次の世代に継承できるよう、今後も引き続き取り組んでまいります。 

令和５年 3 月 静岡市公営企業管理者 森下 靖 
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第１章 経営戦略策定の趣旨 

１ 経営戦略の位置付けと改定について 
我が国の下水道においては、高度経済成⾧期以降に急速に整備された下水道管及び施

設が大量に更新時期を迎え、経費の増大が見込まれる一方で、人口減少や節水型生活様

式の定着などに伴う収入減等も見込まれる等、事業を取り巻く経営環境は厳しさを増し

ています。 

こうした状況の中、将来にわたって住民サービスを安定的に継続することが可能とな

るように、10 年以上を計画期間とする中⾧期的な経営戦略＊を策定し、さらに実施した

経営基盤強化への取組等の検証・評価を踏まえ、経営戦略＊の定期的な見直しを行うこと

を国が要請しています。 

そこで今回、計画と実績の乖離状況を把握するため、令和元年度から令和３年度の３

年間の収支・成果を検証・評価し、投資と財源を再検討することで、今後12 年間（令

和５年度 令和16 年度）を計画期間とする経営戦略に改定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 
 令和５年度から、令和 16 年度までの 12 年間とします。

しずおか水ビジョン＊と経営戦略＊の位置付け 
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第２章 下水道事業の現状と課題 

１ 下水道事業の現状 
葵区・駿河区（旧静岡市）の下水道事業は、大正 10 年に下水道を導入するための調

査を始め、大正 12 年２月に事業認可を得て、翌 13 年８月に第１期事業に着手しまし

た。昭和 27 年には、地方公営企業法の適用を受け、昭和 35 年 11 月、高松浄化センタ

ーの供用開始によりトイレの水洗化が可能となりました。その後、昭和 52 年４月に城

北浄化センター、昭和 60 年 10 月に中島浄化センター、平成 14 年６月に⾧田浄化セ

ンタ－を順次供用開始しました。 

清水区（旧清水市）の下水道事業は、昭和 30 年 11 月に事業認可を得て、事業に着

手し、昭和 47 年４月、清水南部浄化センターを供用開始することで、水洗化が可能と

なり、昭和 56 年 11 月には清水北部浄化センターが供用開始されました。 

その後、平成９年６月には、流域下水道処理施設として県が建設を進めてきた静清浄

化センタ－が供用開始となり、合併後の平成 25 年４月に本市に移管されたところです。 

なお、公共下水道が未普及であった旧蒲原町・旧由比町においては、合併後、汚水処

理方法の検討を行った結果、平成 26 年度に、公共下水道は整備せず合併処理浄化槽に

よる汚水処理を促進していくことを決定しました。 

さらに、平成 29 年度には、下水道全体計画区域*の見直しを行い、公共下水道や合併

浄化槽の整備を効率的かつ適正に推進するための実施計画である「静岡市汚水処理計画」

を新たに策定しました。その中で、汚水処理人口普及率*の目標値を令和８年度末で

95.4％、令和 28 年度末で 98.5％（うち下水道処理人口普及率*の目標値を令和８年度

末で 88.4％、令和 28 年度末で 88.5％）に向けて事業を推進しています。 

一方、浸水防除を目的とした雨水事業は、昭和 47 年度に「静岡市雨水総合排水計画」
＊を策定し、公共下水道認可区域内を公共下水道（雨水）、認可区域外を都市下水路＊と

して整備することになりました。その後、平成 15 年、平成 16 年と２年連続で発生し

た集中豪雨により、市内各所で浸水被害を受けたため、浸水被害の早期軽減を図ること

を目的として、平成 17 年度に実施計画となる「静岡市浸水対策推進プラン」＊を策定

しました。 

しかし、令和４年台風第 15 号では、市街地で時間雨量 107 ミリを記録し、下水道が

進めている整備水準である時間雨量 67 ミリをはるかに超える降雨であったため、雨水
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管やポンプ場の能力を大幅に超えたことや、放流先河川が満水となったことなどにより

各地で内水氾濫が生じました。そこで、被害箇所の要因分析と追加的な対策の検討、未

完了地区に対する着実な整備などのハード対策に加え、内水ハザードマップの活用に向

けた周知などのソフト対策の両面から浸水被害の軽減に向けて事業を推進していく必

要があります。 

また、令和３年度の市民意識調査では、下水道事業の満足度を調査した結果、一定の

満足度はあるものの、下水道の役割などが認知されていないと思われる「わからない」

という回答が１割 ２割程度見受けられました。そこで、局広報紙や市ホームページに

おける情報発信、市内小学生を対象とした出前講座や学習教材の配付などのこれまでの

取組に加えて、市民の皆さんに伝わる新たな取組を検討・実施していく必要があります。

加えて、浸水対策事業を除く下水道事業のほとんどを、使用者の皆さまからいただく下

水道使用料によって運営していますが、本経営戦略改定時に実施したパブリックコメン

トでの認知度は５割程度であったことから、下水道使用料と事業経営の関係についても

広報をする必要があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、全国的な課題である巨大地震や津波、近年の気候変動による局地的な大雨、下

水道管や施設の老朽化への対応に加え、グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）

やデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）などにも対応していく必要があります。 
  

満足している
37%

やや満足している
23%

どちらともいえない
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やや不満で
ある
3%

不満である
3%

わからない
14%

市の供給する下 道を利 していない
（合併浄化槽等を利 している）7%

下 道（汚 処理）の満 度

満足している
27%
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25%

どちらともいえない
18%
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23%

下 道（浸 対策）の満 度

令和３年度市 意識調査結果 
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２ 下水道管や下水道施設などの現状 
（１）管について 

本市の下水道管延⾧は、令和４年３月末現在で 2,512km となっています。 

管種の別 下水道延⾧（㎞） 

公共 

下水道 

汚水（合流管含む） 2,423.28 

雨 水 85.45 

都市下水路＊ 4.12 

合 計 2,512.85 

（令和４年３月末現在） 
 

公共下水道の種類 

 

 

 

 

 

 

 
 

             合流式 

 
 

都市下水路＊とは 
 

 

 

 

 

 

  

下水道全体計画区域＊ 

下水道事業計画区域 

都市下水路＊ 

公共下水道 

(雨水) 

 

市街地の雨水を排除し、速やかに河

川などに排水する施設のうち、下水

道全体計画区域＊内で下水道事業計

画区域外のものを都市下水路＊とい

います。 

合流管 
雨水管 汚水管 

＜分流式＞ 
雨水と汚水を別の管（雨水管・汚水管）で流します。 

＜合流式＞ 
雨水と汚水を同じ管（合流管）で流します。 
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（２）施設（浄化センター・ポンプ場＊）について 

下水道事業計画区域を７処理区に分け、それぞれに終末処理場である浄化センター

を配置しており、ポンプ場＊は 15 施設（13 ヵ所）※となっています。 

※２ヵ所のポンプ場＊は、敷地内に雨水・汚水それぞれのポンプ場＊があるため、15 施

設（13 ヵ所）と表記しています。 

 

①浄化センター（静岡市公共下水道事業計画 変更協議申出書（令和３年度）） 

処理区 浄化センター 運転開始年月 
計画処理能力 

（ /日最大） 

高 松 高松浄化センター 昭和35年11月 167,300 

城 北 城北浄化センター 昭和52年 4月 54,000 

中 島 中島浄化センター 昭和60年10月 101,200 

⾧ 田 ⾧田浄化センター 平成14年 6月 31,800 

南 部 清水南部浄化センター 昭和47年 4月 35,500 

北 部 清水北部浄化センター 昭和56年11月 15,100 

静  清 静清浄化センター 平成 9年 6月 94,000 

（令和４年３月末現在） 

 

②ポンプ場＊（静岡市公共下水道事業計画 変更協議申出書（令和３年度）） 

項目 
中島雨水 

ポンプ場 

下川原雨水 

ポンプ場 

大谷雨水 

ポンプ場 

小鹿 

ポンプ場 

西大谷 

ポンプ場 

用宗 

ポンプ場 

※清開 

ポンプ場 

処理能力 

( /min) 

汚水 ―― ―― ―― 21 13.5 13.8 
794 

雨水 1,722 2,010 90 ―― ―― ―― 

項目 
※築地 

ポンプ場 

※浜田 

ポンプ場 

折戸 

ポンプ場 

※愛染 

ポンプ場 

宮加三 

ポンプ場 

三保 

ポンプ場 

処理能力 

( /min) 

汚水 
1,118 400 

21  
1,026  

32  7.2  

雨水 473  ―― 960  

※合流ポンプ場のため、汚水と雨水のポンプ能力の計を掲載しています。（令和４年３月末現在） 
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（３）浸水対策について 

「静岡市浸水対策推進プラン」＊では、浸水被害の軽減に向けて、ハード及びソフ

トの両面から対策を実施しています。 

ハード対策では、市内 41 地区を重点地区と位置付け、土木部と連携し（下水道部

26 地区、土木部 15 地区）、浸水対策を実施しています。 

平成 17 年度から対策を実施し、「第４次中期経営計画」＊期間（令和元年度から令

和４年度まで）では整備を加速し、新たに５地区完了し、これにより 26 地区のうち、

16 地区が完了しました。 

ソフト対策では、平成 23 年度から内水ハザードマップ＊を市街化区域の浸水実績

の多い地区から順次作成し、令和元年度に市街化区域全域（全８地区）が完成しまし

た。その後、最初に作成したものから整備状況の変化などがあったことから、令和２

年度に内水ハザードマップ＊の更新を実施し、最新の情報に置き換えるとともに、利

便性を考慮して行政区ごと（３地区）に再編しました。 

令和４年台風第 15 号（令和４年９月 23 日、24 日）では、「静岡市浸水対策推進

プラン」の整備水準＊（時間雨量 67 ミリ）を大きく超える雨量（時間雨量 107 ミリ）

であったことから、市内の多くの地区で浸水が発生しました。26 の重点地区の中で

も、20 地区で浸水が発生し、うち 10 地区は対策が完了した地区でしたが、対策が未

完了である地区に比べ、整備水準の雨量までは浸水被害が発生していなかったことが

確認できており、整備効果は確実に発揮されています。 

そのため、今回の被害箇所の要因分析を進めるとともに、未完了地区に対する整備

を着実に推進することが必要となります。 

また、ハード対策には多額の費用や時間がかかることから、ソフト対策として内水

ハザードマップの活用に向けて周知を進めることにより、市民の皆さんの自助・共助

の意識の向上を図っていく必要があります。 

 

  

平成 16 年 6 月大雨 
18mm/10min 

浸水対策の整備効果（下川原地区） 
平成２８年３月対策完了 

50 
100 

250 
(戸数) 

200 
150 

0 

浸水被害（戸数） 

なし 

浸水被害（戸数） 
合計 217 戸 

床下浸水  
137 戸 

床上浸水  
80 戸 

平成 28 年 6 月大雨 
18ｍｍ/10min 

浸水対策整備地区数 
(重点地区) 

 

H22 R5R1 H27
H17 R12

４地区 ５地区 3 地区 ４地区 
10 地区 

全 26 地区 
（重点地区） 

16 地区 
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３ 使用料の現状 
（１）下水道使用料(１か月単位)について 

本市では、旧静岡市、旧清水市の合併後、両市の使用料体系を平成 18 年４月から

一元化し、現在は令和元年 10 月に改定された下記の使用料体系としています。 

使用料体系は、基本使用料と従量使用料の二部料金制を採用しており、使用水量

（排出量）に応じた使用料を設定しています。 
 

①水道水使用世帯                (消費税 10％込み) 

下水道使用料 

基本使用料 従量使用料（排出量１ につき） 

1,017 円 50 銭 

10  まで  38 円 50 銭 

10 20  まで 137 円 50 銭 

20 30  まで 159 円 50 銭 

30 50  まで 176 円 

50 100  まで 192 円 50 銭 

100 200  まで 209 円 

200 500  まで 220 円 

500 1,000  まで 231 円 

1,000  を超える 242 円 

（令和４年３月末現在） 

②井戸水使用世帯 

家事用の場合は、世帯員数に応じた認定水量で下記表のとおり算定し、業務用の

場合は原則としてメーターを設置し、その排出量で算定します。 

 人数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 

認定水量 

（１か月につき） 
11   18   25   29   33   

1 人につき 

2  加算 

使用料（１か月） 1,540 円 2,500 円 3,570 円 4,210 円 4,900 円 － 

請求額（２か月） 3,080 円 5,000 円 7,150 円 8,420 円 9,800 円 － 

（令和４年３月末現在） 

③水道水と井戸水を両方使用している世帯 

井戸にメーターを設置している場合は、水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合

算して算定し、井戸にメーターを設置していない場合は水道水の使用水量と認定水量

を比較して、どちらか多い量を認定して算定します。  

（消費税 10％込み） 
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４ 組織体制（令和４年４月１日現在） 
（１）職員数について（下水道部） 

149 人（事務 32 人、土木 65 人、機械 27 人、電気 22 人、技手２人、建築１人） 

※会計年度任用職員 38 人を除く 

 

（２）静岡市上下水道局組織図について 

 
     公営企業管理者（１）   
          

     上下水道局（２）   

          

          

 水道部（１）   下水道部（１）  

          

   経営企画課（12）    下水道総務課（19） 

           

   水道総務課（16）    下水道計画課（15） 

          

   お客様サービス課（35）    下水道建設課（24） 

           

   水道基盤整備課（22）    下水道維持課（26） 

           

   水道管路課（29）    下水道施設課（49） 

           

   水道施設課（38）    下水道事務所（15） 

           

   水質管理課（18）     

          

   水道事務所（22）      

 

※表の（ ）内の数字は人数を表しています 
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５ これまでの主な経営健全化の取組と課題 

下水道事業におけるアセットマネジメントとは、社会ニーズに対応した下水道事業

の役割を踏まえ、下水道管・施設に対し、管理に必要な費用、人員を投入し、良好な

下水道サービスを継続的に提供するための事業運営と位置付けられています。（「アセ

ットマネジメントの基礎解説」平成 29 年３月 国土交通省） 

本市では「静岡市下水道アセットマネジメント基本方針」を策定し、アセットマネ

ジメントの導入を通じて、経営資源であるアセット（「モノ」、「カネ」、「ヒト」）に着

目した取組を実施し、効果的・効率的に事業を推進しています。 

また、下水道部においてアセットマネジメントを推進するための組織体制として、

「静岡市下水道部アセットマネジメント推進会議・幹事会」を組織しています。 

また、若手職員で構成するアセットマネジメント推進チーム「SMART」を毎年度結

成し、各所属での研修実施や部での座談会の企画・運営などを行い、理解促進を図っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アセットマネジメント 

良好な下水道サービス 

ストックマネジメント（モノ） 
下水道管・施設 
データベース    等 

資金マネジメント（カネ） 
使用料・起債等の 
中⾧期的な見直し  等 

人材マネジメント（ヒト） 
組織体制 
人材育成  等 
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（１）ストックマネジメント（モノ） 

①下水道全体計画区域の最適化（「静岡市汚水処理計画」の策定） 

汚水処理施設は、トイレや台所・風呂等から出た生活排水を処理するためのもので、本

市では地域の実情に応じた整備手法（公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽）を選

択し、整備を進めています。 

そのうち、公共下水道については、市街化区域（蒲原・由比地区を除く）と市街化区域

に隣接した市街化調整区域を下水道全体計画区域＊として整備を進めていました。しかし、

人口減少など近年の社会情勢の変化を踏まえると、この計画区域の整備を完了するために

は、多くの事業費と⾧い期間が必要となり、適正なものとは言いがたくなってきました。 

そこで、平成 29 年度に、「各種汚水処理施設が有する特性や経済性」を総合的に判断

するとともに、「静岡市都市計画マスタープラン」＊の基本理念や、本市が目指す将来都市

構造である「集約連携型都市構造」＊とも整合させた下水道全体計画区域＊の見直しを行

い、公共下水道や合併処理浄化槽の整備を効率的かつ適正に推進するための実施計画であ

る「静岡市汚水処理計画」＊を新たに策定しました。 

これにより、各種汚水処理施設の整備が効率的かつ適正に進み、市民の生活環境が向上

するとともに、河川など公共用水域の水質の保全が図られます。 

なお、「静岡市汚水処理計画」＊に基づき、下水道全体計画区域内＊の整備は令和８年度

の概成（下水道処理人口普及率 88.4％）を目指すことから、整備を計画的に推進する必

要があります。 

 

   

 
 

●経済 較概念（イメージ） 

個別処理が有利 ←｜→ 集合処理が有利 

  

■静岡市の汚 処理施設 

農村部の集落 
 農業集落排  

●整備区域のイメージ

人口集積のある 
市街地 

 公共下 道 市街地の周辺部など 
 合併処理浄化槽 

 

公共下 道、農業集落排 （集合処理） 

〈汚水を下水管で集めて処理場で処理を行う方式〉 

合併処理浄化槽（個別処理） 

〈汚 を個々の家ごとに合併処理浄化槽で処理

し、直接、川や 路などに放流する 式〉  
人口密度の低い区域 

は個別処理が効率的 

人口密度の高い区域 

は集合処理が効率的 

集合処理 

個別処理 

均衡点 

一
人
当
た
り
の
コ
ス
ト
（
建
設
費
＋
維
持
管
理
費
） 
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②清水地区の汚泥集約化事業について 

清水南部、静清の２浄化センターでは、これまでそれぞれの浄化センターで汚泥処

理を実施していました。 

しかし、清水南部浄化センターの汚泥処理棟の老朽化に伴う改築検討の中で、汚泥

*を個別で処理するよりも、清水南部浄化センターの汚泥*を静清浄化センターへ送

り、集約して処理をした方がライフサイクルコスト*として優位である検証結果とな

りました。 

そこで、清水南部浄化センターの汚泥処理棟を廃止、送泥棟と送泥管を新設し、静

清浄化センターには受泥棟を新設することで、静清浄化センターでの汚泥*の集約処

理に変更する施設の統合事業を実施し、令和２年４月から運用を開始しました。 

これにより、個別に処理する場合に比べ、約１億 7,800 万円の施設建設費と、毎年

約 3,900 万円の維持管理費（燃料費や光熱費など）の縮減につながりました。 

今後も大規模な施設の改築等を検討する際には、統廃合や合理化などの効率化を図

る必要があります。 

【集約処理前】 

【集約処理後】 
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③データベースの活用による最適な改築計画の策定 

平成 17 年度から平成 19 年度にかけ、地方共同法人日本下水道事業団とともに下

水道施設（浄化センター・ポンプ場＊）におけるアセットマネジメントの導入に関す

る共同研究を実施し、改築計画を平成 19 年度に策定しました。 

そして、平成 26 年度には下水道施設の資産情報をデータベース化した AMDB（ア

セットマネジメントデータベース）や、管情報をデータベース化した下水道台帳管理

システムを用いて、「静岡市公共下水道再構築基本計画（管路・施設）」を策定しまし

た。その後、データベースに蓄積された最新の情報を基に、令和２年度から令和３年

度にかけて「静岡市公共下水道再構築基本計画（管路・施設）」＊を改定しています。 

今後、昭和 50 年代以降に下水道全体計画区域＊内を急速に整備した際の下水道管・

施設が老朽化していくことが見込まれることから、「静岡市公共下水道再構築基本計

画（管路・施設）」＊に基づき、アセットマネジメントを活用した下水道事業全体の資

産＊の⾧寿命化と事業費の平準化、効果的・効率的な改築に取り組んでいく必要があ

ります。 
 

④下水汚泥の有効利用 

下水汚泥の有効利用は、建設資材や農業利用の他、消化ガス、リン回収、固形燃料

化などの各種方法があります。 

本市の有効利用は、肥料又は建設資材への活用や、中島浄化センターでの炭化によ

る固形燃料化をおこなっており、現在、下水汚泥リサイクル率は 100%となっていま

す。 

平成 27 年度に改正された下水道法では、燃料や肥料として汚泥を再生利用するよ

う努力義務化され、最近では、国における下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官

民検討会の設立など、下水汚泥の農業や他分野への利用を含む有効利用の拡大が求め

られてきています。 

しかし、一般的に農業利用では、焼却処理との比較で処理単価が高いことや、臭気

対策が必要になること、営農者等への販路の確保など、有効利用の拡大には課題も多

くあります。 

今後は、本市の汚泥性状や量に照らし合わせて、下水汚泥の肥料利用やリン回収、

消化ガス利用の可能性など、下水汚泥の有効利用を多角的に検討していく必要があり

ます。 
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（２）資金マネジメント（カネ） 

 ①新たな財源の確保について 

従前の預金利息収入に加えて債券運用利息収入の創出を図るため、令和３年度から

債券の購入を実施しました。 

また、浄化センター内に自動販売機を設置するなど、施設内スペースの有効活用を

図り、営業外収益の向上策も行っています。令和３年度末現在で、３つの浄化センタ

ー（高松・中島・北部）に自動販売機を設置しています。 

下水道事業の健全な経営に向けて、今後も新たな財源の確保を検討・実施していく

必要があります。 
 

②業務改善による経費の削減や収益の確保 

≪下水道施設における光熱費等の総点検≫ 

浄化センターやポンプ場＊は大規模な設備で、使用する電力、ガス、工業用水など

の光熱費は大きな支出となっていることから、全ての浄化センターやポンプ場＊で光

熱費の削減や見直しをする総点検を令和２年度に実施しました。その結果、不要箇所

や夜間の消灯を徹底するなどの削減を図りました。 

その中でも、清水南部浄化センターにおいては、工業用水料金と電気料金について、

汚泥集約化事業（P11）による使用量の変化に併せて検討し、基本料金を年間約 490

万円削減しました。 

下水道施設における光熱費等は、維持管理費の中でも大きな割合を占めることから、

今後も下水道施設における光熱費等は継続して削減を検討・実施していきます。 
 

≪受益者負担金における強制徴収の実施≫ 

受益者負担金は、下水道が使えるようになった土地の所有者等に対して、土地の面

積に応じて下水道建設費の一部を負担していただく制度です。これまで受益者負担金

の納付が遅れている方に対し、督促状及び催告書の送付や電話催告を実施してきまし

た。しかし、「第３次中期経営計画」＊期間（平成 27 年度から平成 30 年度）におい

て、過年度受益者負担金の収納率は１割以下になることもありました。そこで、令和

元年度から強制徴収に向けた条件整理と実施手順を策定し、令和３年度から受益者負

担金滞納者への強制徴収を実施しました。 

その成果として、令和３年度の過年度受益者負担金収納率は過去の実績を大幅に上
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回り、「28.50％」となりました。 

今後も公平かつ適正な徴収に向けて、継続して取り組んでいく必要があります。 

 

（３）人材マネジメント（ヒト） 

 ①定員の適正化 

下水道事業では、これまで経営の健全化のため、効率的な組織の見直しや、民間活

力の活用による定員の適正化に取り組んできました。 

その結果、下水道部では平成 15 年度から令和４年度にかけて 75 人の正規職員の

削減を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人材育成の推進 

これまで、下水道事業の業務は多岐にわたるため、各業務に係る概要や各種計画、

制度などについて毎年度部内研修を実施してきました。講師を職員が務める場合もあ

れば、外部から専門の講師を招いて実施する場合もあり、令和４年度では約 20 の研

修を実施しました。 

外部研修にも毎年約 20 名派遣し、専門的な知識の習得や先進事例などの全国的な

動向について情報収集に加え、より実際の現場に近い環境での技術実習を実施し、研

修後は講師として職場へのフィードバックも実施しています。 
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さらに平成 12 年度から地方共同法人日本下水道事業団と人材交流を行っており、

本市からも職員を派遣し、専門的な知識や技術について実務を通じて得ることにつな

がっています。 

今後も職員の知識及び技術力の維持・向上を図るとともに、組織の活力を高め、将

来を見据えて業務を行うことができるよう、計画的・効率的に人材育成していくため

の道筋を示すことを目的として令和４年度に「静岡市上下水道局下水道部職員育成ビ

ジョン」を策定しました。今後は本育成ビジョンに基づき、研修をはじめとする様々

な手段を検討・実施してきます。 

 

③民間活力の活用について 

本市では、７浄化センターと 15 ポンプ場＊の運転管理を全て民間に委託していま

す。そのうち４浄化センターと 10 ポンプ場＊は、PPP＊/PFI＊手法の 1 つである「包

括的民間委託」＊により維持管理しています。 

また、平成 29 年１月に、これまで産業廃棄物として処理していた汚泥＊をエネル

ギー資源（炭化物）として有効利用するとともに、CO2 排出量の削減を図ることがで

きる汚泥燃料化施設を中島浄化センターに建設しました。本事業は「民間活力イノベ

ーション推進下水道事業」＊を活用して、PPP＊/PFI＊手法の１つである DB+O 方式＊

を導入したものです。これにより、平成 29 年１月から令和 19 年３月末までの間、

同施設の維持・管理・運営を民間事業者に包括的に委託しています。 

 

中島浄化センター汚泥燃料化施設 
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④地方共同法人日本下水道事業団とのパートナーサポート協定の締結 

本市は、令和元年度に地方共同法人日本下水道事業団と地方公共団体としては日本

初となる連携協定であるパートナーサポート協定を締結しました。 

本協定は、それぞれの持つ技術や経営管理手法を習得及び活用することで、安定的

かつ効率的な事業運営を行い、もって下水道事業の持続的発展に資することを目的と

しています。 

特に機械・電気職の 40 50 代職員が少ない現状を踏まえ、マネジメントの強化や

次世代の育成を目指し、日本下水道事業団による専門的なテーマによる研修や、各種

業務への助言、提案などをはじめとするサポートを依頼しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤部内プロジェクトチームによる課題解決体制 

下水道事業が抱える重要かつ部内横断的な課題及び懸案事項の解決を目指し、下水

道部では毎年度プロジェクトチームを立ち上げ、健全かつ効率的な業務の推進に努め

ています。 

プロジェクトチームでは、毎年度各所属からテーマを募り、テーマに関係する所属

が協力して、取組内容や改善等の報告を部⾧及び各所属⾧に対して年度内に複数回報

告しています。 

これまでに毎年数件のテーマに対してプロジェクトチームを立ち上げており、必要

に応じて複数年かけて取り組む場合もあります。 

今後も効率的な事業運営を目指して、継続して実施する必要があります。 

  

0
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7
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9
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10代 20代 30代 40代 50代 60代

令和元年度 下水道部の職員数【機械・電気】

機械

電気人
数

（
人

）

機械・電気職の年齢構成
機械 26 
電気 22 
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⑥危機管理体制 

 下水道管及び施設は、市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時

にもその機能を維持又は早期回復することが必要不可欠です。 

地震による災害においては、下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）に基づき、

大規模地震が発生した際には、直ちに管や施設の調査を行う体制を構築しています。 

また、大雨や台風においては、大雨等による災害対応マニュアル（マニュアル）に

基づき、予想される降雨や被害状況に応じて配備基準・配備体制を定め、施設の管理・

点検等の事前準備から、その後の原因追求対応を行うこととしています。 

しかし、今後は、予想される南海トラフ巨大地震、気候変動の影響等による集中豪

雨や浸水被害の発生頻度増加に備え、引き続き、下水道ＢＣＰ及びマニュアルによる

対応を行うとともに、職員が役割に応じて対応できるよう適宜これらの見直しを行い、

災害発生時の対応を迅速かつ着実に実施していく必要があります。 

 

⑦内部統制 

信頼される経営を行っていくためには、事務事業事故を発生させないための内部統

制が機能している組織であることが必要不可欠です。 

下水道事業は、静岡市内部統制基本方針に基づき、①業務の効率的かつ効果的な遂

行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全の４

つの目的を達成するために、全ての事務事業を対象として内部統制の取組を推進して

います。 

 令和２年度及び令和３年度に発生した法令違反等の事務事業事故の反省を踏まえ、

主な取組として事務事業に係る関係法令の洗い出しとチェック手法の強化、法令遵守

意識を深く浸透させるための全職員を対象とした e ラーニング研修の実施、事務事業

事故の再発防止策を形骸化させることのないよう「上下水道事業経営協議会」へ定期

的に報告するなどの取組を行ってきました。 

 しかし、内部統制が有効に機能し続けている組織とするには、職員の意識の醸成が

重要となります。人事異動等による職員の転出入があった場合でも、全ての職員が法

令遵守の徹底と高い倫理観を持った行動ができるよう、職員研修を実施するなど組織

として人材育成に取り組んでいく必要があります。 
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６ 経営指標を活用した現状分析と課題 
経営比較分析表を用いた本市の下水道事業の経営状況は、以下のとおりです。 

経営比較分析表とは、総務省が定めたもので、複数の指標にもとづき、各地方公営企

業を比較し分析することにより、経営の現状や課題を把握するためのツールです。 

※下水道事業は地方公営企業法の適用が各団体の任意であり、適非によって会計内容も

異なることから、次ページ以降の経営比較分析については、全国平均との比較はせず、

本市と類似団体（東京都及び 20 政令指定都市）の比較をしています。 
 

（１）分析結果について 

 下図のレーダーチャートは、令和３年度の本市の状況を類似団体の経営指標と比較

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※②累積欠損金比率 本市では累積欠損金が発生しないため、チャートから省略してあります。 

※各指標は、外側に広がるほど良好な値を示しています。 

  

令和３年度  

静岡市下水道事業経営比較分析表 

0

25

50

75
①経常収支比率

③流動比率

④企業債残高

対事業規模比率

⑤経費回収率

⑥汚水処理原価

⑦施設利用率

⑧水洗化率

⑨有形固定資産

減価償却率

⑩管渠老朽化率

⑪管渠改善率

類似団体平均 静岡市

④企業債残  
対事業規模 率 
（財源 標３） 

⑤経費回収率 
（財源 標１） 

 
⑧ 洗化率 
（財源 標１） 

⑩管渠 朽化率 
（投資 標１） 

 
⑪管渠改善率 
（投資 標１） 
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（２）経営の健全性・効率性について 

経営の健全性・効率性を表す指標は、次の①から⑧に示すとおりです。 

 
①経常収支比率(％) 経常収益÷経常費用×100 

【解説】使用料収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息の費用をどの程度

賄えているかを表す指標です。100％未満の場合、単年度収支が赤字であることを示します。 

                                                【静岡市の状況】 

経常収支比率は、過去５年

100％以上を維持しており、

令和２年度及び令和３年度に

おいては類似団体平均を上回

っています。これは、健全な経

営を続けていることが要因と

して挙げられます。 

 

 

 

 

 

②累積欠損金比率(％) 当年度未処理欠損金＊÷(営業収益－受託工事収益)×100 

【解説】営業収支に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で、複数年度にわたって累積し

たもの)の状況を示す指標です。０％であることが求められる指標です。 

 【静岡市の状況】 

累積欠損金比率は、本市にお

いて累積欠損金の発生がない

ため、０％となっています。 

 

（この指標は、本市の累積欠

損金が発生しないため、レー

ダーチャートから省略しまし

た。） 

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 107.58 107.47 105.49 106.58 107.13

類似団体 109.39 109.50 108.24 105.16 106.23

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

静岡市 類似団体

（％）

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

静岡市 類似団体

（％）
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③流動比率(％) 流動資産÷流動負債×100 

【解説】短期的な債務に対する支払い能力を示す指標です。100％以上であることが必要であり、

また、継続して安定した数値を維持していることが重要な指標です。 

 

【静岡市の状況】 

流動比率は、類似団体平均

を大幅に上回っており、平成

29 年度以降は 100％を上回

っています。これは、資本費平

準化債＊の借入に伴い流動資

産が増えたことが要因として

挙げられます。 

 

 

 

 

 
④企業債残高対事業規模比率(％) （企業債現在高合計－一般会計負担分）÷（営業収益－受

託工事収益－雨水処理負担金）×100 

【解説】使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

 

【静岡市の状況】 

 企業債残高対事業規模比率

は、過去５年ほぼ横ばいです

が、類似団体平均を上回って

います。これは、普及率が低

く、未だ拡張事業費が必要な

ことや、処理区域内の人口密

度が低いため、借入金に対す

る使用料収入が少ないことが

要因として挙げられます。 

 

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 102.88 107.88 108.67 113.35 105.47

類似団体 64.94 70.08 72.92 71.39 74.09

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

静岡市 類似団体

（％）

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 749.05 740.48 724.72 747.04 757.40

類似団体 549.48 537.13 531.38 551.04 523.58

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

静岡市 類似団体

（％）
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⑤経費回収率(％) 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

【解説】汚水処理に係る費用が、使用料でどの程度賄えているかを表す指標であり、使用料水準等

の評価に用います。収入安定化のためには 100％以上であることが望ましい指標です。 

 

【静岡市の状況】 

 経費回収率は、類似団体平均

を下回っています。これは、類

似団体に比べ普及率が低く、汚

水処理費に占める資本費の割合

が高いことや、処理区域内の人

口密度が低いために経費に対す

る使用料収入が少ないことが要

因として挙げられます。 

 また、令和元年度には大きく

低下していますが、これは、一

般会計からの繰入金のうち、「分

流式下水道に要する経費」が減

額されたことによるものです。 

 

⑥汚水処理原価(円) 汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量＊ 

【解説】有収汚水量１ あたりの汚水処理の費用を示す指標です。事業環境に依存するため明確な

基準はありませんが、事業効率やサービス水準等を示す値です。 

 

【静岡市の状況】 

 汚水処理原価は、類似団体

平均値に比べ高くなっていま

す。これは、⑤経費回収率と同

様の要因が挙げられます。 

  

 

 

 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 99.06 99.17 95.02 97.34 98.58

類似団体 113.83 112.43 110.92 105.67 105.37

0.00

20.00
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（％）

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 150.99 150.99 151.03 149.24 149.83

類似団体 116.87 118.55 119.33 118.72 120.50
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110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

静岡市 類似団体

（円）
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⑦施設利用率(％) 晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100 

【解説】施設の利用状況や適性規模を判断する指標です。一般的に高い数値であることが望まれま

すが、適切な施設規模となっているか分析する必要があります。 

 

【静岡市の状況】 

 施設利用率は、類似団体平均

と比べると高い値となっていま

す。このことから、類似団体に

比べ、施設が遊休状態でないこ

とや、過大な能力となっていな

いことがいえます。 

 

 
⑧水洗化率(％) 水洗便所設置人口÷処理区域内人口×100 

【解説】処理可能人口のうち、水洗便所を下水道に接続して汚水処理をしている人口の割合を示し

た指標です。水質保全や使用料収入の増加の観点から、100％に近い数字が望まれます。 

 

【静岡市の状況】 

 水洗化率は、類似団体平均と

比べると大きく下回っていま

す。これは、類似団体に比べ、

下水道整備に時間を要したた

め、下水道整備前に浄化槽を設

置した住宅が多い地域で下水道

への接続が進まないことなどが

要因として考えられます。 

また、年々上昇していますが、

これは、未接続世帯に対して下

水道接続推進活動を実施してい

るため、接続戸数が漸増してい

ることによるものです。 

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 72.29 67.72 68.74 67.87 68.19

類似団体 59.44 57.38 58.09 58.16 58.91

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

静岡市 類似団体

（％）

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 89.55 89.99 90.32 90.61 90.65

類似団体 98.90 98.98 99.01 99.10 99.16
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60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

静岡市 類似団体

（％）
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（３）老朽化の状況について 

老朽化の状況を表す指標は、次の⑨から⑪に示すとおりです。 
 

⑨有形固定資産減価償却率(％) 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産帳簿原価×100 

【解説】有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す指標です。

資産の老朽化度合を示すもので、適切な改築が実施されていれば数値が安定します。 

 

【静岡市の状況】 

 有形固定資産減価償却率

は、類似団体平均に比べ低く

なっています。これは、類似団

体に比べ老朽化度合が低いこ

とを示しており、管や施設の

更新を計画的に行い、資産価

値の減少を抑制していること

が要因として挙げられます。 

 

⑩管路老朽化率(％) 法定耐用年数＊を超過した管路延⾧÷管路総延⾧×100 

【解説】法定耐用年数＊を超えた下水道管延⾧の割合を示した指標で、管の老朽化度合を示してい

ます。数値が高いほど、不明水＊の流入や事故のリスクが高いといえます。 

 

【静岡市の状況】 

 管渠老朽化率は、過去５年、

類似団体平均を下回ってお

り、数値の上昇傾向も類似団

体平均に比べ緩やかになって

います。これは、⑨有形固定資

産減価償却率と同様の要因が

挙げられます。 

 

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 41.03 42.42 43.69 44.85 46.12

類似団体 45.79 47.06 48.25 49.35 50.38

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00
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静岡市 類似団体

（％）

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 7.37 7.38 7.64 7.61 7.84

類似団体 9.00 9.63 10.76 12.06 13.41

0.00

5.00

10.00

15.00

静岡市 類似団体

（％）
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⑪管渠改善率(％) 当年度に改善した管路延⾧÷管路総延⾧×100 

【解説】下水道管の総延⾧に対して、管の改善状況を示す指標です。標準耐用年数＊50 年とすると

2.0％の更新が必要ですが、管の状態や管種等から適切な改築率を判断することが重要です。 

 

【静岡市の状況】 

 管渠改善率は、過去５年、類

似団体平均に比べ同等又は上

回っています。これは、⑨有形

固定資産減価償却率と同様の

要因が挙げられます。 

なお、令和元年度以降は減

少傾向ですが、本市では標準

耐用年数＊ではなく、健全度

（第３章 ４「下水道管・施設

の見通し」に記載）により改築

をしているため、将来的に現

状と同程度の健全性を確保し

ていく方針です。 

 
（４）これからの課題と取り組むべき方向性について 

現状分析の結果、「経費回収率」は令和３年度末において 98.58％であり、令和２

年度に対し 1.24 ポイント改善しているものの、引き続き 100％を目標とし、経費の

削減に努める必要があります。また、「水洗化率」が類似団体平均に比べて大きく下

回っており、「水洗化率」の向上は収入の確保にもつながることから、下水道の接続

推進活動を継続していく必要があります。 

老朽化の状況は類似団体平均と比べて良好な値となっていますが、今後、昭和 50

年代以降に下水道全体計画区域＊内を急速に整備した際の下水道管・施設が老朽化し

ていくことが見込まれ、その改築が課題となります。これらの対策として、事業の優

先順位に基づき、投資額の最適化・平準化を図っていく必要があります。 

  

H29 H30 R1 R2 R3

静岡市 0.55 0.51 0.60 0.50 0.43

類似団体 0.43 0.39 0.41 0.41 0.45
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（％）




